
令和　　　年　　　月　　　日

     　　　　　　　 １　　日間
　　 9:00 ～ 16:30　 時間

　　　　　　　　　3．96　㎡

　　　　　　　　　　　　 　　円

　　　　　　　　　　　　 　　円

　  費  用 　　　　　　　　　　　　 　　円

※ 　　　　　　　　　　　　 　　円

    負  担 　　　　　　　　　　　　 　　円

　　　　　　　　　　　　 　　円

 県民室内販売所

70  円

 円

 円

内　  訳  円

 円

 円

暖 房 方 法 及 び 期 日

そ の 他

使用条件

 １． 使用目的の変更、転貸及び原形の変更をしないこと。

 ２． 使用者は、その責めに帰する事由により使用物件の全部又は一部を減失又は毀損したときは

　　その損害に相当する金額を損害賠償として支払うものとする。

 ３． 使用条件に違背した場合はいつでも許可を取り消すことがある。

電 気

水 道 使 用 料 の 支 払

ガ ス

使 用 期 間 　 令和　　 　年　　  月　　  日 許 可 数 量

使 用 料 算 定 の 根 拠

令和    　 年　　   月　　  日

　　総 務 部 管 財 課 長　　　　

記

使 用 目 的 　　　展      示      販      売 場 所

令和　　　 年　　　 月　　　　 　日付け申請のあった行政財 産の一時使用について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２３８条の４第４項の規定に基づき次の条件を付して許可します。

切 取 線

指令　　第　　　　　 号
　　　      住　 所

            氏　 名

注 １． 使用目的、現状等の変更の承認を受けようとするときは、変更事項をそれぞれ各当欄
　　　　 に 記 入 し て 申 請 す る こ と 。
　　   ２ ． 利 用 概 要 の 欄 は 、 施 設 、 人 員 等 を 具 体 的 に 記 入 す る こ と 。
　　   ３ ． ※ 欄 は 記 入 し な い こ と 。

使 用 責 任 者 その他

そ の 他 収 入 状 況

期 間 　令和　　　　年　　　　月　　　　日 電 気

利 用 の 概 要 及
び そ の 方 法

水 道

ガ ス

暖 房

場 所  県民室内販売所 ※ 許 可 面 積

数 量 　　　　　　　　　      点
※使用料調定停

額

下記のとおり行政財産の一時使用の許可を受けたいので申請します。

記

使 用 目 的  展　　　　示　　　　販　　　　売 ※ 許 可 期 間

　総 務 部 管 財 課 長　様
申請人　　 住　所

               氏　名

行  政  財  産  一  時  使  用  許  可  申  請  書

印

印


